
 

上市町会計年度任用職員募集要項 

 

 

１　会計年度任用職員とは 

　地方公務員法第 22 条の２第１項の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員のことをい

います。採用されると、一般職の地方公務員となり、服務規程（職務専念義務や守秘義務等）

等が適用されます。 

 

２　募集する職種・募集人数 

　　業務士　１人 

 

３　職務内容 

　　公用車による書類等の収集運搬、事務補助、諸雑務、軽作業　等 

 

４　任用期間 

　令和８年４月１日から令和９年３月 31日　 
 

５　就業場所 

　　上市町役場 

 

６　勤務時間、休憩時間、時間外勤務及び休日勤務の有無 

　　(1) 勤務体制　　：早番遅番による２交代制勤務 

　 （2）勤務時間　　：早番　午前９時 00分～午後３時 45 分 

　　　　　　　　　　　遅番　午前 10時 30 分～午後５時 15分 

　　(3) 休憩時間　　：早番　午前 11時 45 分～午後 0時 30分 

　　　　　　　　　　　遅番　午後 0時 30分～午後 1時 15 分 

(4) 時間外勤務　　：無 

(5) 休日勤務　　：無 

 

７　給料・報酬及び諸手当 

（1）時    給　　：1,217 円　 

　　　※上記の時給は、令和８年１月現在の予定額です。 

(2) 期末勤勉手当：有 

　※６月分については、採用されて期間が短いことにより期間率適用後の支給額となります。 

(3) 通勤手当    ：勤務条件により支給します。 

 

８　資格要件 

　　普通自動車運転免許、パソコン操作（ワード、エクセル程度） 
 
９　欠格事項 

　　次のいずれかに該当する者は、申込みできません。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

　 （2）上市町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

　 （3）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

10　申込手続 

(1)  提出書類 

上市町会計年度任用職員申込書兼履歴書に必要事項を記入し、提出してください。  

(2)受付期間等 



 令和８年１月 16日（金）～３月 13 日（金） 

※定員になり次第、募集を締め切る場合があります。 

(3)  申込先及び問合せ先 

〒930-0393　富山県中新川郡上市町法音寺１番地 

上市町役場財務課管理班　 ℡076-472-2417 

 

11　その他 

　　勤務条件に関する留意事項 

(1)　服務に関する規定の適用について 

　　　 　会計年度任用職員には、地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

　　     ・服務の根本基準（地方公務員法第 30条） 

　　   　・服務の宣誓（地方公務員法第 31条） 

　　   　・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地方公務員法第 32条） 

　　   　・信用失墜行為の禁止（地方公務員法第 33条） 

　　   　・秘密を守る義務（地方公務員法第 34条） 

・職務に専念する義務（地方公務員法第 35条） 

　　   　・政治的行為の制限（地方公務員法第 36条） 

　　   　・争議行為等の禁止（地方公務員法第 37条） 

　　   　・営利企業への従事等への制限（地方公務員法第 38条） 

※パートタイム会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外です

が、兼業先の勤務時間との合計が労働基準法第 32 条で定める労働時間（休憩時間を除

き、１日８時間又は週 40時間）を超える場合は、原則、勤務することはできません。 

また、兼業の確認を行います。その他、上市町職員服務規程、上市町会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等に関する規則等、町の各種規程が適用され、分限・懲戒処分等の対

象となりますので、ご留意ください。 

　  (2)　条件付採用について 

　 　　任用期間、勤務日数又は勤務時間の長短や前職の勤務実績の有無等にかかわらず、

会計年度任用職員を含む全ての一般職の職員について条件付採用となります。また、

採用後１月間の勤務日数が１５日に満たない場合には、その日数が１５日に達するま

で（最長任期の末日まで）延長されることになります。なお、再度の任用の場合におい

ても、その都度、条件付採用期間が設定されます。 

　  (3)　社会保険等の加入について 

○社会保険（地方職員共済組合、厚生年金） 

次の要件いずれかを満たす者は社会保険に加入します。 

　　　  　   ア　勤務時間又は日数が常勤職員の４分の３以上（週 29時間超）となる者 

　　　  　   イ　常勤職員の４分の３を下回る場合は、次の要件の全てを満たす者 

　　　　  　  ａ　週の所定労働時間が 20時間以上 

　　　　  　  ｂ　月額報酬が 8.8 万円以上 

　　　　 　   ｃ　任期が２か月以上の見込み 

　　　　  　  ｄ　学生でないこと 

　　　 　 ○雇用保険 

　　　　    任期が 31 日以上でかつ、週 20時間以上勤務する者は、雇用保険に加入にします。 

　  (4)　再度の任用について 

　 　　　　任期については、手続きなく「更新」されたり、長期にわたって継続して勤務が約束 

されたりするものではありません。年度ごとに新たな職として設定します。同一の職務 

内容の職が翌年度設定される場合は、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力 

の実証を経て任用が決定されます。 

 

 

 

 


